
一般事業主行動計画 

 
 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定する。 
 
１．計画期間  平成２２年１２月１日～平成２４年１１月３０日までの２年間 
 
２．内容 

目標１ ： 計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 
計画期間中に男性職員の育児休業を１人以上取得すること 

 ＜対策＞ 
○ 平成２３年１月～ 男性職員も育児休業を取得できることを周知するため、管理職を 

  対象とした研修の実施 
○ 平成２３年４月～ 育児休業の取得希望者を対象とした講習会の実施 
 

 目標２ ： 計画期間内に、年次有給休暇の取得日数を、１人当たり年間付与日数

       の７割以上とする。 
＜対策＞ 
○ 平成２３年１月～ 年次有給休暇の取得状況について部署別に実態を把握 
○ 平成２３年３月～ 全部署連携会議での検討開始 
○ 平成２３年４月～ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施 
○ 平成２３年４月～ 各部署の有給取得率等の掲示や、取得促進のための取組開始 
 

 目標３ ： 子どもが保護者である職員の働いているところを実際にみることが 
       できる「子ども参観日」の実施 

＜対策＞ 
○ 平成２３年３月～ 中学生の職場体験学習の実績を基に、検討会の設置、検討開始 
○ 平成２３年４月～ 院内広報誌などによる職員への実施についての周知 
○ 平成２３年６月～ 職員へのアンケート調査及び実施日時の検討 
○ 平成２３年８月～ 参観日の実施、及び次回に向けての検討 


